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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　コンテンツに対応し、第一の表示サイズで表示される仮想オブジェクトの視認性よりも
、前記コンテンツに対応し、前記第一の表示サイズより大きい第二の表示サイズで表示さ
れる仮想オブジェクトの視認性の方が低くなるように、表示部に表示させる表示制御部を
備え、
　ユーザの移動速度、前記仮想オブジェクトの動きが更新される頻度、前記仮想オブジェ
クトがユーザの視界内に留まる時間、背景に含まれる情報の重要度、ユーザの置かれた環
境を示す環境情報に含まれる照度、ユーザの視点の位置が移動することに伴う前記視点の
位置と前記仮想オブジェクトの位置との距離、前記仮想オブジェクトの位置が移動するこ
とに伴う前記視点の位置と前記仮想オブジェクトの位置との距離、または、前記仮想オブ
ジェクトの視認性、の少なくともいずれかに応じて、前記第一の表示サイズと前記第二の
表示サイズとを識別するための閾値が変更される情報処理装置。
【請求項２】
　前記仮想オブジェクトは、レンダリング方法、色、テクスチャ、透過度、模様、のうち
少なくともいずれか一つが異なる、請求項１に記載の情報処理装置。
【請求項３】
　前記コンテンツに対応する前記仮想オブジェクトは、ユーザ情報に基づいて特定される
、請求項１または２に記載の情報処理装置。
【請求項４】



(2) JP 6693223 B2 2020.5.13

10

20

30

40

50

　前記ユーザ情報は、ユーザの行動を示す行動情報、ユーザの動きを示す動き情報、生体
情報、注視情報、のうち少なくともいずれか一つを含む、請求項３に記載の情報処理装置
。
【請求項５】
　前記コンテンツに対応する前記仮想オブジェクトは、前記コンテンツに関するコンテン
ツ情報に基づいて特定される、請求項１～４のいずれか一項に記載の情報処理装置。
【請求項６】
　前記コンテンツ情報は、表示位置、色、アニメーション特性のうち少なくともいずれか
一つの情報を含む、請求項５に記載の情報処理装置。
【請求項７】
　前記コンテンツに対応する前記仮想オブジェクトは、ユーザの置かれた環境を示す環境
情報に基づいて特定される、請求項１～６のいずれか一項に記載の情報処理装置。
【請求項８】
　前記環境情報は、背景、照度、場所、のうち少なくともいずれか一つの情報を含む、請
求項７に記載の情報処理装置。
【請求項９】
　前記コンテンツに対応する前記仮想オブジェクトは、前記仮想オブジェクトを表示する
デバイスに関するデバイス情報に基づいて特定される、請求項１～８のいずれか一項に記
載の情報処理装置。
【請求項１０】
　前記デバイス情報は、ディスプレイサイズ、ディスプレイ解像度、バッテリ、３Ｄ表示
機能、デバイス位置、のうち少なくともいずれか一つの情報を含む、請求項９に記載の情
報処理装置。
【請求項１１】
　前記コンテンツに対応する前記仮想オブジェクトは、所定の閾値と、前記仮想オブジェ
クトの表示サイズとの比較により特定される、請求項１～１０のいずれか一項に記載の情
報処理装置。
【請求項１２】
　前記所定の閾値は、ユーザ情報、コンテンツ情報、環境情報、デバイス情報、のうち少
なくともいずれか一つに基づいて設定される、請求項１１に記載の情報処理装置。
【請求項１３】
　前記コンテンツは、テキストデータ、画像、３Ｄモデル、エフェクト、マーキング、シ
ルエット、のうち少なくともいずれか一つを含む、請求項１～１２のいずれか一項に記載
の情報処理装置。
【請求項１４】
　前記仮想オブジェクトの表示サイズは、ユーザの位置と実物体の位置に基づいて特定さ
れる、請求項１～１３のいずれか一項に記載の情報処理装置。
【請求項１５】
　前記表示制御部は、前記仮想オブジェクトを透過型の表示部に表示させる、請求項１～
１４のいずれか一項に記載の情報処理装置。
【請求項１６】
　前記表示部は、ユーザの頭部に装着されて使用される表示装置である、請求項１～１５
のいずれか一項に記載の情報処理装置。
【請求項１７】
　前記表示部は、現実空間の像と、前記仮想オブジェクトとを同時に、前記ユーザに視認
可能とする表示装置である、請求項１６に記載の情報処理装置。
【請求項１８】
　コンテンツに対応し、第一の表示サイズで表示される仮想オブジェクトの視認性よりも
、前記コンテンツに対応し、前記第一の表示サイズより大きい第二の表示サイズで表示さ
れる仮想オブジェクトの視認性の方が低くなるように、表示部に表示させることを情報処
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理装置に実行させることを含み、
　ユーザの移動速度、前記仮想オブジェクトの動きが更新される頻度、前記仮想オブジェ
クトがユーザの視界内に留まる時間、背景に含まれる情報の重要度、ユーザの置かれた環
境を示す環境情報に含まれる照度、ユーザの視点の位置が移動することに伴う前記視点の
位置と前記仮想オブジェクトの位置との距離、前記仮想オブジェクトの位置が移動するこ
とに伴う前記視点の位置と前記仮想オブジェクトの位置との距離、または、前記仮想オブ
ジェクトの視認性、の少なくともいずれかに応じて、前記第一の表示サイズと前記第二の
表示サイズとを識別するための閾値が変更される、情報処理方法。
【請求項１９】
　コンピュータシステムに、
　コンテンツに対応し、第一の表示サイズで表示される仮想オブジェクトの視認性よりも
、前記コンテンツに対応し、前記第一の表示サイズより大きい第二の表示サイズで表示さ
れる仮想オブジェクトの視認性の方が低くなるように、表示部に表示させる表示制御機能
を実現させ、
　ユーザの移動速度、前記仮想オブジェクトの動きが更新される頻度、前記仮想オブジェ
クトがユーザの視界内に留まる時間、背景に含まれる情報の重要度、ユーザの置かれた環
境を示す環境情報に含まれる照度、ユーザの視点の位置が移動することに伴う前記視点の
位置と前記仮想オブジェクトの位置との距離、前記仮想オブジェクトの位置が移動するこ
とに伴う前記視点の位置と前記仮想オブジェクトの位置との距離、または、前記仮想オブ
ジェクトの視認性、の少なくともいずれかに応じて、前記第一の表示サイズと前記第二の
表示サイズとを識別するための閾値が変更される、プログラム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、情報処理装置、情報処理方法、及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　背景（実空間、または仮想空間）にオブジェクトを重畳させて、ユーザに提示する技術
が存在する。例えば特許文献１には、実空間の画像に基づくオブジェクトを、非透過型の
ディスプレイにおいて実空間の画像に重畳させて表示させる、または透過型（シースルー
型）のディスプレイにおいて実空間背景に重畳させて表示させる、技術が開示されている
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１４－１０６６８１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、表示されるオブジェクト（表示オブジェクト）のサイズ（表示サイズ）によっ
ては、ユーザの視界の大部分が当該表示オブジェクトで占められてしまう。そのため、ユ
ーザが背景を十分に視認できなくなってしまう恐れがあった。
【０００５】
　そこで、本開示では、ユーザが背景を視認し難い状況の発生を抑制することが可能な、
新規かつ改良された情報処理装置、情報処理方法、プログラムを提案する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本開示によれば、コンテンツに対応し、第一の表示サイズで表示される第一の仮想オブ
ジェクトの視認性よりも、前記コンテンツに対応し、前記第一の表示サイズより大きい第
二の表示サイズで表示される第二の仮想オブジェクトの視認性の方が低くなるように、表
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示部に表示させる表示制御部を備える、情報処理装置が提供される。
【０００７】
　また、本開示によれば、コンテンツに対応し、第一の表示サイズで表示される第一の仮
想オブジェクトの視認性よりも、前記コンテンツに対応し、前記第一の表示サイズより大
きい第二の表示サイズで表示される第二の仮想オブジェクトの視認性の方が低くなるよう
に、表示部に表示させることを含み、情報処理装置により実行される情報処理方法が提供
される。
【０００８】
　また、本開示によれば、コンピュータシステムに、コンテンツに対応し、第一の表示サ
イズで表示される第一の仮想オブジェクトの視認性よりも、前記コンテンツに対応し、前
記第一の表示サイズより大きい第二の表示サイズで表示される第二の仮想オブジェクトの
視認性の方が低くなるように、表示部に表示させる表示制御機能を実現させるための、プ
ログラムが提供される。
【発明の効果】
【０００９】
　以上説明したように本開示によれば、ユーザが背景を視認し難い状況の発生を抑制する
ことが可能である。
【００１０】
　なお、上記の効果は必ずしも限定的なものではなく、上記の効果とともに、または上記
の効果に代えて、本明細書に示されたいずれかの効果、または本明細書から把握され得る
他の効果が奏されてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本開示の第一の実施形態に係る情報処理装置の外観を示す説明図である。
【図２】同実施形態に係る情報処理装置の構成例を示す説明図である。
【図３】同実施形態に係る表示制御部による表示サイズに基づく表示オブジェクトの特定
例を説明するための説明図である。
【図４Ａ】同実施形態に係るコンテンツの例を説明するための説明図である。
【図４Ｂ】同実施形態に係るコンテンツの例を説明するための説明図である。
【図５】同実施形態に係るコンテンツの例を説明するための説明図である。
【図６Ａ】同実施形態に係るコンテンツの例を説明するための説明図である。
【図６Ｂ】同実施形態に係るコンテンツの例を説明するための説明図である。
【図７】同実施形態に係るコンテンツの例を説明するための説明図である。
【図８】同実施形態に係るコンテンツの例を説明するための説明図である。
【図９】同実施形態に係る表示部の構成例を説明するための説明図である。
【図１０】同実施形態に係る情報処理装置の動作例を説明するためのフローチャート図で
ある。
【図１１】本開示の第二の実施形態に係る表示制御部による表示制御の概要を模式的に示
す説明図である。
【図１２】同実施形態に係る表示制御部によるコンテンツサイズに基づく閾値設定の例を
模式的に示す説明図である。
【図１３】同実施形態に係る情報処理装置の動作例を説明するためのフローチャート図で
ある。
【図１４】同実施形態に係る情報処理装置の他の動作例を説明するためのフローチャート
図である。
【図１５】本開示に係る情報処理装置のハードウェア構成の一例を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下に添付図面を参照しながら、本開示の好適な実施の形態について詳細に説明する。
なお、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する構成要素については
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、同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００１３】
　また、本明細書及び図面において、実質的に同一の機能構成を有する複数の構成要素を
、同一の符号の後に異なるアルファベットを付して区別する場合もある。ただし、実質的
に同一の機能構成を有する複数の構成要素の各々を特に区別する必要がない場合、同一符
号のみを付する。
【００１４】
　なお、説明は以下の順序で行うものとする。
　＜＜１．第一の実施形態＞＞
　　＜１－１．第一の実施形態の概要＞
　　＜１－２．第一の実施形態の構成＞
　　＜１－３．第一の実施形態の動作＞
　　＜１－４．第一の実施形態の効果＞
　＜＜２．第二の実施形態＞＞
　　＜２－１．第二の実施形態の概要＞
　　＜２－２．第二の実施形態の構成＞
　　＜２－３．第二の実施形態の動作＞
　　＜２－４．第二の実施形態の効果＞
　＜＜３．ハードウェア構成例＞＞
　＜＜４．むすび＞＞
【００１５】
　＜＜１．第一の実施形態＞＞
　　＜１－１．第一の実施形態の概要＞
　まず、図１を参照しながら本開示の第一の実施形態に係る情報処理装置の概要を説明す
る。図１は、本開示の第一の実施形態に係る情報処理装置の外観を示す説明図である。
【００１６】
　図１に示すように、本開示の第一の実施形態に係る情報処理装置１は、撮像部１１０と
表示部１８０Ａ，１８０Ｂを備える眼鏡型の表示デバイスである。
【００１７】
　情報処理装置１は、撮像部１１０が実空間を撮像することにより得られた撮像画像に基
づき、コンテンツ（テキストデータ、３Ｄモデル、エフェクト等）に対応する表示オブジ
ェクト（３Ｄモデルのレンダリング結果等）を表示部１８０Ａ、１８０Ｂに表示する。本
実施形態にかかるコンテンツは、例えば、実空間に対応してユーザに提示したい情報（実
空間の物体に対する説明テキストデータ、ナビゲーションアイコン、警告エフェクト等）
であってもよいし、動的に移動するゲームキャラクタや固定された建物等の３Ｄモデルで
あってもよい。本実施形態に係るコンテンツの例に関しては後述する。また、表示部１８
０Ａ、１８０Ｂに表示される表示オブジェクトは、仮想的なオブジェクト（仮想オブジェ
クトとも呼ぶ）であってもよい。
【００１８】
　表示部１８０Ａ、１８０Ｂは透過型の表示部（シースルーディスプレイ）であり、ユー
ザは情報処理装置１を装着している場合であっても、表示部１８０Ａ、１８０Ｂに表示さ
れる画像と共に実空間を視認することが可能である。また、表示オブジェクトが奥行きを
有する３Ｄモデル等である場合、表示部１８０Ａ、及び表示部１８０Ｂは、それぞれ、右
目用、及び左目用の画像を表示することで、ユーザに両眼視差を知覚させることが可能で
ある。なお、本開示において、透過型の表示部とは、ディスプレイ（表示部）による表示
と、ディスプレイによる光の射出面とは反対側の面から入射する実空間（背景）の環境光
（また映像）と、をユーザが同時に視認可能なディスプレイを意味する。
【００１９】
　表示オブジェクトの種類や表示サイズ（表示部１８０Ａ、１８０Ｂにおいて表示される
大きさ）によっては、ユーザにとって背景である実空間の視認性が低下する恐れがあった
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。例えば、表示オブジェクトが複雑なテクスチャを有し、ポリゴンレンダリングされた３
Ｄモデルのような視認性の高いオブジェクトである場合には、当該表示オブジェクトが表
示されている領域（表示領域）と重なる実空間をユーザは視認することが困難である。し
たがって、当該表示オブジェクトの表示サイズが大きく、表示オブジェクトの表示領域が
表示部１８０Ａ、１８０Ｂの大半を占める場合には、ユーザは十分に実空間を視認するこ
とが困難であった。
【００２０】
　特に、ユーザが危険な作業や重要な作業を行っている等、ユーザが実空間を十分に視認
したい場合に、視認性の高い表示オブジェクトが大きく表示されてしまうと、当該表示オ
ブジェクトがユーザの作業を妨げてしまう恐れがあった。
【００２１】
　そこで、上記事情を一着眼点にして本実施形態を創作するに至った。本実施形態によれ
ば、コンテンツの表示サイズが大きい場合に、視認性の低い表示オブジェクトが表示され
るように表示制御を行うことで、ユーザが背景を視認し難い状況の発生を抑制することが
可能である。以下、このような効果を有する本実施形態の構成について詳細に説明する。
【００２２】
　　＜１－２．第一の実施形態の構成＞
　以上、本開示の第一の実施形態に係る情報処理装置１の概要を説明した。続いて、本実
施形態による情報処理装置１の構成について図２～図９を参照して説明する。
【００２３】
　図２は、本実施形態に係る情報処理装置１の構成例を示す説明図である。図２に示すよ
うに、情報処理装置１は、撮像部１１０、画像認識部１２０、表示制御部１３０、センサ
部１４０、閾値設定部１５０、判定部１６０、記憶部１７０、表示部１８０を備える。
【００２４】
　（撮像部）
　撮像部１１０は、画像を取得するカメラモジュールである。撮像部１１０は、ＣＣＤ（
Charge　Coupled　Device）またはＣＭＯＳ（Complementary　Metal　Oxide　Semiconduc
tor）等の撮像素子を用いて実空間を撮像することにより撮像画像を取得する。例えば、
本実施形態における撮像部１１０は、情報処理装置１を装着するユーザの視界と同等の画
角を有してもよく、撮像部１１０により撮像される範囲は当該ユーザの視界と見なされて
もよい。なお、撮像部１１０により取得された撮像画像は、画像認識部１２０に提供され
る。
【００２５】
　また、撮像部１１０は撮像素子を二つ有し、二つの画像を同時に取得するステレオカメ
ラであってもよい。かかる場合、当該二つの撮像素子は水平に並べられ、後述する画像認
識部１２０が取得された複数の画像をステレオマッチング法等により解析することで、実
空間の三次元形状情報（深度情報）を取得することが可能となる。
【００２６】
　（画像認識部）
　画像認識部１２０は、撮像部１１０により取得された撮像画像を解析し、実空間の三次
元形状や実空間に存在する物体(実物体)やマーカ等の認識を行う。例えば、画像認識部１
２０は、同時に取得された複数画像に対するステレオマッチング法や、時系列的に取得さ
れた複数画像に対するＳｆＭ（Structure　from　Motion）法等を行うことで、実空間の
三次元形状を認識し、三次元形状情報を取得してもよい。また、画像認識部１２０は、予
め用意された特徴点情報と、撮像画像から検出された特徴点情報のマッチングを行うこと
で、実空間に存在する物体やマーカ等を認識し、当該物体やマーカ等の情報を取得しても
よい。なお、画像認識部１２０が認識するマーカは、例えば二次元コード等で表現される
、特定パターンのテクスチャ情報、または画像特徴点情報の集合である。
【００２７】
　また、画像認識部１２０は、上記の物体認識により得られた情報に基づいて、ユーザ情
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報（ユーザの行動等、ユーザに関する情報）や環境情報（ユーザの置かれている環境を示
す情報）等を取得してもよい。例えば、危険な作業においてユーザの視界に頻繁に存在す
る物体が、物体認識により多数検出された場合、画像認識部１２０は、ユーザが危険な作
業を行っているというユーザ情報を取得してもよい。また、ユーザに向かってくる自動車
（対向車）や、落とし穴等、ユーザにとって危険な物体が物体認識により検出された場合
には、ユーザが危険な場所や状況に置かれているという環境情報を取得してもよい。なお
、ユーザ情報、及び環境情報の詳細については後述する。
【００２８】
　なお、画像認識部１２０により取得された上記の情報は、表示制御部１３０、及び判定
部１６０に提供される。
【００２９】
　（表示制御部）
　表示制御部１３０は、画像認識部１２０から提供される実空間の三次元情報や物体情報
、及び環境情報等に基づいて、表示オブジェクトを透過型の表示部１８０に表示させる。
例えば、表示制御部１３０は、撮像画像から検出された物体の物体情報（当該物体の種類
や位置等の情報）に基づいて、当該物体に対応するコンテンツを特定し、当該コンテンツ
に対応する表示オブジェクトを特定してもよい。例えば、表示制御部１３０は、当該物体
に関する説明を行うテキストデータを当該物体に対応するコンテンツとして特定し、当該
テキストデータを所定のフォントを用いてレンダリングした結果を当該コンテンツに対応
する表示オブジェクトとして特定してもよい。なお、上記のコンテンツや表示オブジェク
トの情報は、記憶部１７０に記憶されていてもよく、表示制御部１３０は記憶部１７０か
ら特定すべきコンテンツや表示オブジェクトを直接取得（特定）してもよい。また、表示
制御部１３０は、記憶部１７０に記憶されたコンテンツや表示オブジェクトの情報に基づ
き、後述する視認性に関する特徴を有するように表示オブジェクトを生成（例えばレンダ
リング）することで、表示オブジェクトの特定を行ってもよい。
【００３０】
　また、表示制御部１３０は、表示制御部１３０がレンダリングを行う際に演算に用いる
仮想空間（仮想的な三次元空間）に定義されるコンテンツの位置と、表示部１８０におけ
るコンテンツの表示位置を特定する。
【００３１】
　コンテンツの位置は、例えば当該コンテンツに対応する実空間における物体（実物体）
の位置に基づいて仮想空間内で特定されてもよい。実物体の位置は、例えば、画像認識部
１２０による実物体のセンシング結果に基づいて得られてもよい。また、コンテンツが自
由に移動可能なゲームキャラクタ等のように、実物体によって固定されない場合、コンテ
ンツの位置はアプリケーションによって仮想空間内で動的に設定（特定）されてもよい。
【００３２】
　また、表示制御部１３０は、コンテンツのレンダリング画像を生成するための視点の位
置を仮想空間において定義（特定）する。視点の位置は、実空間におけるユーザの位置に
基づいて仮想空間において特定されてもよいし、ユーザの操作により設定されてもよいし
アプリケーションによって動的に設定されてもよい。表示制御部１３０は、例えば、当該
視点の位置に仮想的なカメラを配置して、コンテンツのレンダリングを行う。表示制御部
１３０は、視点の位置に配置された仮想的なカメラに映されるはずのレンダリング画像を
、コンテンツの形状や、コンテンツの位置、光のあたり具合等の演算処理に基づいて生成
（レンダリング）する。なお、レンダリング画像のレンダリングに用いられる視線方向は
、レンダリング画像を表示する表示部１８０の位置、または姿勢の検出結果に応じて特定
されてもよい。また、表示部１８０の位置、または姿勢は、後述するセンサ部１４０によ
り検出されてもよい。
【００３３】
　なお、コンテンツの位置は、仮想空間で設定される座標系における座標値として表現さ
れてもよい。また、かかる場合、視点の位置も同様にコンテンツの位置が表現される座標
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系における座標値として設定されてもよい。
【００３４】
　また、コンテンツの表示位置は、コンテンツの位置と視点の位置に基づいて特定されて
もよい。例えば、上述したように、表示制御部１３０が、コンテンツの位置等に基づいて
、視点の位置に配置された仮想的なカメラに映されるはずのレンダリング画像を生成する
ことで、表示部１８０におけるコンテンツの表示位置が特定されてもよい。
【００３５】
　また、表示制御部１３０はコンテンツの表示サイズを特定し、当該コンテンツに対応す
る表示オブジェクトは当該表示サイズで表示部１８０に表示される。例えば、コンテンツ
はコンテンツのサイズ（コンテンツサイズ）が予め設定されており、当該コンテンツサイ
ズに基づいて表示サイズが特定されてもよい。また、表示サイズは、さらにコンテンツの
位置と視点の位置に基づいて特定されてもよい。また、コンテンツの位置が上述したよう
に実物体の位置に基づいて特定され、視点の位置が上述したようにユーザの位置に基づい
て特定される場合、表示サイズは実物体の位置とユーザの位置に基づいて特定されてもよ
い。例えば、ユーザが実物体に近づくと、当該実物体に対応するコンテンツの表示サイズ
は大きくなり、ユーザが実物体から遠ざかると、当該実物体に対応するコンテンツの表示
サイズは小さくなるように、コンテンツの表示サイズが特定されてもよい。かかる構成に
よれば、ユーザは当該コンテンツに対応する表示オブジェクトを実空間に存在する実物体
と対応付けて知覚することが可能であり、当該表示オブジェクトをより現実的に感じるこ
とが可能である。
【００３６】
　また、コンテンツに対応する表示オブジェクトは当該コンテンツの表示サイズに基づい
て特定されてもよい。例えば、表示制御部１３０は、当該コンテンツに対応する複数の表
示オブジェクトのうち、コンテンツの表示サイズに基づいて、一の表示オブジェクトを表
示すべき表示オブジェクトとして特定してもよい。
【００３７】
　例えば、表示制御部１３０は、表示サイズに応じて、表示オブジェクトの視認性が異な
るように表示オブジェクトを特定してもよい。例えば、第一の表示サイズで表示される第
一の表示オブジェクトの視認性よりも、第一の表示サイズより大きい第二の表示サイズで
表示される第二の表示オブジェクトの視認性の方が低いように、表示オブジェクトの特定
が行われてもよい。
【００３８】
　上記で説明した第一の表示オブジェクトと、第二の表示オブジェクトは、例えば、レン
ダリング方法、色、テクスチャ、透過度、模様のうち少なくともいずれか一つが異なるこ
とで、視認性が異なってもよい。例えば、本実施形態において、表示オブジェクトのレン
ダリング方法が、ポリゴンレンダリングであれば当該表示オブジェクトの視認性は高く、
ワイヤフレームレンダリングであれば当該表示オブジェクトの視認性は低い。また、表示
オブジェクトの色が、カラー（白と黒以外の色も利用されて表現されている）であれば当
該表示オブジェクトの視認性は高く、モノクロ（白と黒だけで表現されている）であれば
当該表示オブジェクトの視認性は低い。また、表示オブジェクトのテクスチャが有れば当
該表示オブジェクトの視認性は高く、表示オブジェクトのテクスチャが無ければ当該表示
オブジェクトの視認性は低い。また、表示オブジェクトの透過度が低ければ（例えば無透
過であれば）当該表示オブジェクトの視認性は高く、表示オブジェクトの透過度が高けれ
ば（例えば半透過であれば）当該表示オブジェクトの視認性は低い。また、表示オブジェ
クトの模様が有れば当該表示オブジェクトの視認性は高く、表示オブジェクトの模様が無
ければ当該表示オブジェクトの視認性は低い。
【００３９】
　なお、視認性を異ならせる方法は上記に限られない。例えば、表示オブジェクトと重な
る背景の色に応じて表示オブジェクトの色を減殺させることで、視認性の低い表示オブジ
ェクトが生成されてもよい。また、表示における被写界深度の調整等により、表示オブジ
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ェクトをぼけさせることで、視認性の低い表示オブジェクトが生成されてもよい。また、
表示オブジェクトの明度、色のトーン、鮮やかさ等を低下させることで、視認性の低い表
示オブジェクトが生成されてもよい。
【００４０】
　また、以下では、上記で説明したような視認性に関する特徴のうち、より視認性の高い
特徴を有する表示オブジェクトを通常オブジェクトと呼び、より視認性の低い特徴を有す
る表示オブジェクトを特殊オブジェクト呼ぶ場合がある。例えば、表示制御部１３０は、
記憶部１７０から、通常オブジェクトを取得し、当該通常オブジェクトに対して上述した
視認性の低い特徴を有するように処理を施す（視認性を低下させる処理を施す）ことで、
特殊オブジェクトを生成（取得）してもよい。
【００４１】
　表示オブジェクトの視認性が高い場合、ユーザは当該表示オブジェクトを視認し易い代
わりに、当該表示オブジェクトと重なる背景（実空間等の背景のうち、当該表示オブジェ
クトと重なる領域）を視認し難くなる。一方、表示オブジェクトの視認性が低い場合、ユ
ーザは当該表示オブジェクトを視認し難い代わりに、当該表示オブジェクトと重なる背景
を視認し易くなる。したがって、上述した構成によれば、例えば、表示サイズが小さく、
視認性の高い表示オブジェクトが表示されてもユーザにとって妨げとなり難い場合には、
視認性の高い表示オブジェクトが表示される。一方、表示サイズが大きくユーザの視界の
大部分が表示オブジェクトで占められてしまう場合には、視認性の低い表示オブジェクト
が表示され、当該表示オブジェクトと重なる背景をユーザは視認し易くなる。
【００４２】
　図３は、表示制御部１３０による表示サイズに基づく表示オブジェクトの特定例を説明
するための説明図である。図３に示すＤ１２、及びＤ１４は情報処理装置１を装着したユ
ーザの視界を示している。
【００４３】
　視界Ｄ１２には、視界Ｄ１２の状態における表示サイズに基づいて特定された表示オブ
ジェクトＭ１が、表示部１８０に表示され、実空間背景に重畳されている。ここで、表示
オブジェクトＭ１は、ポリゴンレンダリングされたオブジェクトであり、実空間背景のう
ち表示オブジェクトＭ１と重なった領域はユーザに視認され難い。
【００４４】
　一方、視界Ｄ１４には、視界Ｄ１２の状態における表示サイズよりも大きい表示サイズ
に基づいて特定された表示オブジェクトＭ２が、表示部１８０に表示され、実空間背景に
重畳されている。ここで、表示オブジェクトＭ２は、表示オブジェクトＭ１よりも大きく
、ユーザの視界Ｄ１４の大部分を占めている。しかし、表示オブジェクトＭ２はワイヤフ
レームレンダリングされたオブジェクトであり、ユーザは表示オブジェクトＭ２と重なっ
た領域であっても実空間背景を十分に視認することが可能である。
【００４５】
　なお、本実施形態に係る表示制御部１３０は、後述する判定部１６０による判定に基づ
いて、上記で説明したような表示オブジェクトの特定を行ってもよい。例えば、後述する
判定部１６０が視認性の低いオブジェクトを表示すべきであると判定した場合には、表示
制御部１３０は、コンテンツに対応する表示オブジェクトとして、特殊オブジェクト（視
認性の低いオブジェクト）を特定し、表示部１８０に表示させる。
【００４６】
　また、表示制御部１３０は、判定部１６０が行う所定の閾値と表示サイズの比較結果に
基づいて、コンテンツに対応する表示オブジェクトの特定を行ってもよい。例えば、表示
サイズが当該閾値よりも大きい場合には、コンテンツに対応する表示オブジェクトとして
特殊オブジェクトが特定され、表示サイズが当該閾値以下の場合には、コンテンツに対応
する表示オブジェクトとして通常オブジェクトが特定されてもよい。
【００４７】
　（センサ部）
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　図２に示すセンサ部１４０は、ユーザやユーザの置かれた環境に関するセンシングを行
い、センサ情報を取得する。例えば、センサ部１４０は、マイク、ＧＰＳ（Global Posit
ioning System）センサ、加速度センサ、視覚（視線、注視点、焦点、瞬目等）センサ、
生体情報（心拍、体温、血圧、脳波等）センサ、ジャイロセンサ、照度センサ等の各種セ
ンサを含んでもよい。また、センサ部１４０は、取得した情報を閾値設定部１５０、及び
判定部１６０に提供する。
【００４８】
　（閾値設定部）
　閾値設定部１５０は、後述する判定部１６０による判定のための所定の閾値を設定する
。例えば、閾値設定部１５０が設定する所定の閾値は、後述する判定部１６０により、表
示サイズと比較される。また、上述したように、当該比較結果に基づいて、表示制御部１
３０がコンテンツに対応する表示オブジェクトを特定する。したがって、コンテンツに対
応する表示オブジェクトは、所定の閾値と、表示サイズの比較により特定される。
【００４９】
　上記所定の閾値は、例えば、ユーザに関するユーザ情報、コンテンツに関するコンテン
ツ情報、ユーザの置かれた環境を示す環境情報、表示オブジェクトを表示するデバイスに
関するデバイス情報のうち、少なくともいずれか一つに基づいて設定されてもよい。
【００５０】
　ここで、ユーザ情報は、例えば、ユーザの行動を示す行動情報、ユーザの動きを示す動
き情報、生体情報、注視情報等を含んでもよい。行動情報は、例えば、静止中、歩行中、
走行中、自動車運転中、階段昇降中等ユーザの現在の行動を示す情報であり、センサ部１
４０により取得された加速度等のセンサ情報等から認識・取得されてもよい。また、動き
情報は、移動速度、移動方向、移動加速度、コンテンツの位置への接近等の情報であり、
センサ部１４０により取得された加速度、ＧＰＳデータ等のセンサ情報等から認識・取得
されてもよい。また、生体情報は、ユーザの心拍、体温発汗、血圧、脈拍、呼吸、瞬目、
眼球運動、脳波等の情報であり、センサ部１４０により取得されてもよい。また、注視情
報は、視線、注視点、焦点、両眼の輻輳等のユーザの注視に関する情報であり、センサ部
１４０により取得されてもよい。
【００５１】
　また、コンテンツ情報は、例えば、コンテンツの表示位置、色、アニメーション特性、
コンテンツ属性、コンテンツ解像度、コンテンツサイズ等の情報を含んでもよい。表示位
置は、表示部１８０において、コンテンツに対応する表示オブジェクトが表示されるべき
位置であってもよい。また、色の情報は、コンテンツに対応する通常オブジェクトが有す
る色の情報であってもよい。また、アニメーション特性の情報は、例えば、コンテンツの
移動速度、移動方向、軌道、更新頻度（動きの頻度）等の情報であってもよい。コンテン
ツ属性の情報は、例えば、コンテンツの種類（テキストデータ、画像、ゲームキャラクタ
、エフェクト等）、重要度、優先度等の情報であってもよい。また、コンテンツ解像度の
情報は、コンテンツが有する解像度の情報であってもよい。また、コンテンツサイズの情
報は、コンテンツごとに設定されたコンテンツそのものの（コンテンツの位置、視点の位
置等に依存しない）サイズの情報であってもよい。上述したコンテンツ情報は、例えば、
記憶部１７０に記憶され、表示制御部１３０を介して閾値設定部１５０に提供されてもよ
いし、表示制御部１３０により算出されて、閾値設定部１５０に提供されてもよい。
【００５２】
　また、環境情報は、例えば、背景、周辺状況、場所、照度、高度、気温、風向き、風量
、時刻等の情報を含んでもよい。背景の情報は、例えば、実空間等の背景に存在する色（
背景色）や、背景に存在する情報の種類や重要度等の情報であり、撮像部１１０によって
取得されてもよいし、または画像認識部１２０によって認識、及び取得が行われてもよい
。また、周辺状況の情報は、ユーザ以外の人物や自動車が周辺に存在するか否かという情
報や、混雑度等の情報であってもよく、画像認識部１２０によって認識、及び取得が行わ
れてもよい。また、場所の情報は、例えば、屋内、屋外、水中、危険な場所等、ユーザが
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いる場所の特性を示す情報でもよいし、自宅、会社、慣れた場所、初めて訪れる場所等、
当該場所のユーザにとっての意味を示す情報でもよい。場所の情報は、センサ部１４０に
より取得されてもよいし、画像認識部１２０によって認識、及び取得が行われてもよい。
また、照度、高度、気温、風向き、風量、時刻（例えばＧＰＳ時刻）の情報は、センサ部
１４０により取得されてもよい。
【００５３】
　また、デバイス情報は、表示オブジェクトの表示等を行うデバイス（本実施形態におい
ては情報処理装置１）に関する情報であり、例えば、ディスプレイサイズ、ディスプレイ
解像度、バッテリ、３Ｄ表示機能、デバイス位置等の情報を含んでもよい。ディスプレイ
サイズは実空間における表示部１８０（ディスプレイ）の大きさであり、ディスプレイ解
像度は、表示部１８０が有する解像度である。また、バッテリの情報は、情報処理装置１
のバッテリ状態（充電中、バッテリ使用中）や、バッテリ残量、バッテリ容量等を示す情
報である。また、３Ｄ表示機能の情報は、情報処理装置１が有する３Ｄ表示機能の有無、
３Ｄ表示における適正視差量（ユーザが快適に立体視可能な視差量）、３Ｄ表示方式の種
別等を示す情報である。また、デバイス位置は、例えば情報処理装置１の装着位置や設置
位置等を示す情報である。
【００５４】
　以下では、上記で説明したユーザ情報、コンテンツ情報、環境情報、及びデバイス情報
に基づく、閾値設定部１５０による閾値設定の例をいくつか説明する。
【００５５】
　例えば、表示オブジェクトがユーザの注視点に近いと、ユーザにとって邪魔になりやす
いため、閾値設定部１５０は、ユーザ情報に含まれる注視点の位置とコンテンツの表示位
置との間の距離が小さく程、閾値が小さくなるように閾値を設定してもよい。例えば、注
視点の座標を（Ｐ１ｘ，Ｐ１ｙ）、表示位置の座標を（Ｐ２ｘ，Ｐ２ｙ）とすると、閾値
Ｓｔｈは、閾値の最小値Ｓｍｉｎと距離に応じて閾値を変化させる係数aを用いて、次式
のように求められる。
【００５６】
【数１】

【００５７】
　なお、閾値設定部１５０は、正確な注視点の位置の情報が得られない（例えば、注視点
を取得可能なセンサを利用できない）場合には、上記の注視点の位置として、画面中心の
位置を用いてもよい。
【００５８】
　また、ユーザの移動が速くなる程、ユーザの視野が狭くなり、表示オブジェクトがユー
ザの邪魔になりやすいため、閾値設定部１５０は、ユーザの移動が速くなる程、閾値が小
さくなるように閾値を設定してもよい。例えば、ユーザ情報に含まれる静止中、歩行中、
走行中等の、移動に関する行動情報に応じて所定の閾値が設定されてもよい。また、ユー
ザ情報に含まれる移動速度の大きさをｖとすると、閾値Ｓｔｈは、速さ（移動速度の大き
さ）に応じて閾値を変化させる係数a’を用いて、次式のように求められる。
【００５９】

【数２】

【００６０】
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　また、頻繁に動きが更新される表示オブジェクトは、ユーザの邪魔になりやすいため、
閾値設定部１５０は、コンテンツ情報に含まれる更新頻度が頻繁である程、閾値が小さく
なるように閾値を設定してもよい。
【００６１】
　また、動きの速度が遅く、ユーザの視界内にいる時間が長い表示オブジェクトはユーザ
の邪魔になりやすいため、閾値設定部１５０は、コンテンツ情報に含まれるコンテンツの
移動速度の大きさが小さい程、閾値が小さくなるように閾値を設定してもよい。
【００６２】
　また、背景に重要な情報が存在する場合に、視認性の高い表示オブジェクトが当該重要
な情報に重なるとユーザの邪魔になりやすいため、閾値設定部１５０は、環境情報に含ま
れる背景の情報に基づいて閾値を設定してもよい。例えば、閾値設定部１５０は、背景に
含まれる情報の重要度が高い程、閾値が小さくなるように閾値を設定してもよい。また、
閾値設定部１５０は、背景に含まれる重要度が高い情報の面積が大きい程、閾値が小さく
なるように閾値を設定してもよい。
【００６３】
　また、暗い環境で視認性の高い表示オブジェクトが表示されると、ユーザの注意が表示
オブジェクトに集中し、作業等の邪魔となる恐れがあるため、閾値設定部１５０は、環境
情報に含まれる照度の情報に基づいて閾値を設定してもよい。例えば、閾値設定部１５０
は、照度が低い（ユーザの周囲が暗い）程、閾値が小さくなるように閾値を設定してもよ
い。
【００６４】
　また、ユーザの移動やユーザ操作により、視点の位置がコンテンツの位置に接近した場
合には、ユーザがコンテンツに対応する表示オブジェクトを視認したいという意図がある
と考えられる。さらに、アプリケーションにおける仕組み（例えばコンテンツであるキャ
ラクタのランダムな移動）等により、コンテンツの位置が移動して視点の位置に接近した
場合には、ユーザの意図に反して表示オブジェクトが大きく表示される恐れがある。そこ
で、閾値設定部１５０は、視点の位置が移動することで視点の位置とコンテンツの位置が
近づいた場合には閾値が大きくなり、コンテンツの位置が移動することで視点の位置とコ
ンテンツの位置が近づいた場合には閾値が小さくなるように、閾値を設定してもよい。
【００６５】
　また、閾値設定部１５０は、コンテンツ情報に含まれるコンテンツの色等の情報に基づ
き、当該コンテンツに対応する通常オブジェクトの視認性が高くない場合には、閾値が大
きくなるように閾値を設定してもよい。例えば、コンテンツの色に白と黒しか含まれない
場合には、当該コンテンツに対応する通常オブジェクトの視認性が高くなく、ユーザの邪
魔になりにくいため、大きな閾値が設定されてもよい。
【００６６】
　以上、閾値設定部１５０による閾値設定の例について説明したが、閾値設定部１５０に
よる閾値設定の方法は上記の例に限定されない。閾値設定部１５０は、上記の方法に限ら
ず、例えば、コンテンツがユーザにとって邪魔になりやすい場合に閾値が小さくなるよう
に、閾値を設定してもよい。かかる構成によれば、コンテンツがユーザにとって邪魔にな
りやすい状況では、視認性が低く、ユーザの邪魔になりにくい表示オブジェクト（特殊オ
ブジェクト）が表示されやすくなる。
【００６７】
　（判定部）
　判定部１６０は、閾値設定部１５０により設定された所定の閾値と、コンテンツの表示
サイズを比較し、比較結果を表示制御部１３０に提供する。判定部１６０が当該比較に用
いる表示サイズは、例えば面積であってもよいし、高さや横幅、表示部１８０において当
該コンテンツに対応する表示オブジェクトが占める領域の割合であってもよく、また、上
記の組み合わせにより算出される値であってもよい。
【００６８】
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　また、判定部１６０は上述のユーザ情報、コンテンツ情報、環境情報、デバイス情報等
に基づいて、視認性の低い表示オブジェクトが表示（特定）されるべき（表示サイズによ
らず強制的に表示が切り替えられるべき）であるか否かを判定してもよい。以下、判定部
１６０による当該判定（以下、強制切り替え判定と呼ぶ場合がある。）の例をいくつか説
明する。
【００６９】
　例えば、判定部１６０は、画像認識部１２０によりユーザが危険な作業や緊急度の高い
作業を行っていると認識された場合に、視認性の低い表示オブジェクトが表示されるべき
であると判定してもよい。
【００７０】
　判定部１６０は、画像認識部１２０によりユーザが危険な場所や状況に置かれていると
認識された場合に、視認性の低い表示オブジェクトが表示されるべきであると判定しても
よい。
【００７１】
　また、判定部１６０は、環境情報に含まれる背景の情報に基づいて、強制切り替え判定
を行ってもよい。例えば、判定部１６０は、背景に含まれる情報の重要度が所定値以上で
ある場合に、視認性の低い表示オブジェクトが表示されるべきであると判定してもよい。
【００７２】
　また、判定部１６０は、複数の表示オブジェクトが表示され、かつ当該オブジェクト間
の奥行き差により表示部１８０において生じる視差が所定値（例えば適正視差量）以上で
ある場合に、視認性の低い表示オブジェクトが表示されるべきであると判定してもよい。
かかる場合、複数の表示オブジェクトの全てが、視認性の低い表示オブジェクトに切り替
えられてもよいし、一部の表示オブジェクト（例えばユーザの注視点に近い表示オブジェ
クト等）のみが視認性の低い表示オブジェクトに切り替えられてもよい。
【００７３】
　また、判定部１６０は、実空間の実物体とコンテンツの奥行き関係に矛盾が生じる場合
に、視認性の低い表示オブジェクトが表示されるべきであると判定してもよい。例えば、
実空間の実物体よりも、コンテンツの方が奥の位置に存在する場合、コンテンツに対応す
る表示オブジェクトは実物体に隠されるべきであるが、表示部１８０はその仕組み上、当
該コンテンツに対応する表示オブジェクトを実物体より手前に表示してしまう。したがっ
て、実空間の実物体よりも、コンテンツの方が奥の位置の位置に存在する場合、判定部１
６０は、視認性の低い表示オブジェクトが表示されるべきであると判定してもよい。
【００７４】
　また、判定部１６０は、ユーザ情報に含まれる注視情報（注視点、焦点、輻輳等に関す
る情報）に基づいて、視認性の低い表示オブジェクトが表示されるべきであると判定して
もよい。例えば、判定部１６０は、注視情報を用いて、ユーザが表示オブジェクトを注視
しているのか、実空間の背景を注視しているのかを判定し、ユーザが背景を注視している
場合には視認性の低い表示オブジェクトが表示されるべきであると判定してもよい。なお
、ユーザが表示部１８０に表示された表示オブジェクトと実空間の背景のいずれを注視し
ているのか、という判定は、例えば、ユーザの焦点距離や輻輳距離の情報を用いて行うこ
とが可能である。
【００７５】
　また、判定部１６０は、ユーザ情報に含まれる生体情報に基づいて、視認性の低い表示
オブジェクトが表示されるべきであると判定してもよい。例えば、判定部１６０は、生体
情報を用いて、ユーザが緊張している、または焦っている等と判定した場合に、視認性の
低い表示オブジェクトが表示されるべきであると判定してもよい。かかる構成によれば、
よりユーザの状況に対応した表示制御を行うことが可能である。
【００７６】
　以上、判定部１６０による強制切り替え判定の例について説明したが、判定部１６０に
よる強制切り替え判定の方法は上記の例に限定されない。判定部１６０は、上記の方法に
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限らず、コンテンツがユーザにとって邪魔になりやすい場合に、視認性の低い表示オブジ
ェクト（ユーザの邪魔になりにくい表示オブジェクト）が表示されるべきであると判定し
てもよい。
【００７７】
　（記憶部）
　記憶部１７０は、コンテンツの情報（コンテンツ情報）と表示オブジェクトの情報を記
憶する。記憶部１７０は、一のコンテンツ対応する表示オブジェクトとして、視認性の高
い表示オブジェクト（通常オブジェクト）と、視認性の低い表示オブジェクト（特殊オブ
ジェクト）を記憶し、表示制御部１３０に提供してもよい。また、記憶部１７０は、一の
コンテンツ対応する表示オブジェクトとして通常オブジェクトのみを記憶し、表示制御部
１３０は、記憶部１７０から提供された当該通常オブジェクトに特定の処理を施すことで
、特殊オブジェクトを取得（生成）してもよい。
【００７８】
　記憶部１７０に記憶されるコンテンツ情報に係るコンテンツは、例えば、テキストデー
タ、画像、３Ｄモデル、エフェクト、マーキング、シルエット等を含んでもよい。以下、
図４～８を参照しながら、コンテンツとそれに対応する表示オブジェクトの例についてい
くつか説明する。図４～８は、本実施形態に係るコンテンツの例を説明するための説明図
である。なお、以下で参照される図４～８で図示される表示オブジェクトは、全て通常オ
ブジェクト（視認性の高いオブジェクト）の例である。記憶部１７０は図４～８で図示さ
れる通常オブジェクトに加え、各コンテンツに対応する特殊オブジェクト（より視認性の
低いオブジェクト）を記憶してもよい。
【００７９】
　例えば、本実施形態に係るコンテンツは、実物体や他の表示オブジェクト（以下、まと
めて物体と呼ぶ場合がある）の動きを強調、または演出する効果を有するエフェクト等で
あってもよい。例えば、図４Ａに示す表示オブジェクトＮ１は、物体Ｂ１の軌跡を示すト
レイルエフェクトというコンテンツに対応する表示オブジェクトである。また、図４Ａに
示す表示オブジェクトＮ２は、物体Ｂ１の落下地点を強調するエフェクトというコンテン
ツに対応する表示オブジェクトである。また、図４Ｂに示す表示オブジェクトＮ３は、物
体Ｂ３が高速に動いている演出を示すエフェクトというコンテンツに対応する表示オブジ
ェクトである。
【００８０】
　また、本実施形態に係るコンテンツは、実空間、または仮想空間の物体に対応付けられ
たマーキングであってもよい。特に、本実施形態に係るコンテンツは、特定の物体が検出
された場合に当該物体に関する警告、または当該物体の位置や属性等の強調、を行うマー
キングであってもよい。例えば、図５に示す表示オブジェクトＮ４は、ユーザの視界内の
物体Ｂ４が危険であることや高速に移動していることを警告するマーキングというコンテ
ンツに対応する表示オブジェクトである。また、図６Ａに示す表示オブジェクトＮ５～Ｎ
７は、それぞれ、ユーザの視界内に存在する物体（人物）Ｂ５～Ｂ７の位置を強調するマ
ーキングというコンテンツに対応する表示オブジェクトである。また、図６Ｂに示す表示
オブジェクトＮ８～１０は、それぞれユーザの視界内に存在する物体（人物）Ｂ８～Ｂ１
０の属性を示すマーキングというコンテンツに対応する表示オブジェクトである。図６Ｂ
において、表示オブジェクトＮ８と表示オブジェクトＮ９，Ｎ１０とはそれぞれ異なる色
で表示され、物体（人物）Ｂ８と物体（人物）Ｂ９，Ｂ１０とが異なる属性を有すること
を示している。なお、マーキングにより示される属性は、例えば、ゲームやスポーツのチ
ーム、ＳＮＳにおけるユーザ（自分）との関係性、年齢、性別等であってもよい。
【００８１】
　また、本実施形態に係るコンテンツは、実空間、または仮想空間内での進路や、行動の
お手本を示すナビゲーションであってもよい。例えば、図７に示す表示オブジェクトＮ１
１は、ユーザが進むべき方向を示すナビゲーションというコンテンツに対応する表示オブ
ジェクトである。また、図７に示す表示オブジェクトＮ１２は、進むべきルート（進行ル
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ート）を示すナビゲーションというコンテンツに対応する表示オブジェクトである。なお
、ナビゲーションの例は上記に限定されず、例えばスポーツにおけるお手本（ゴルフにお
けるラインや、サッカーにおけるパス軌道）を示すナビゲーションであってもよい。
【００８２】
　また、本実施形態に係るコンテンツは、物体に重畳されるシルエットや当該物体に関す
るセンシング結果であってもよい。図８に示す表示オブジェクトＮ１３は、物体（人物）
Ｂ１１の熱分布に関するセンシング結果（サーモグラフィ）というコンテンツに対応する
表示オブジェクトである。なお、図８に示す表示オブジェクトＮ１４は、当該センシング
結果に関する補助情報（凡例）を示す文字と画像を含む表示オブジェクトである。
【００８３】
　以上、図４～８を参照して本実施形態に係るコンテンツの例を説明したが、本実施形態
に係るコンテンツは上記の例に限定されない。例えば、本実施形態に係るコンテンツはゲ
ームキャラクタやゲームにおけるアイテム、建物等を示す３Ｄモデルや画像であってもよ
い。また、本実施形態に係るコンテンツはゲームやナビゲーションにおける過去の履歴を
示す３Ｄモデルや画像（例えばレースゲームにおける所謂ゴーストカー）であってもよい
。また、本実施形態に係るコンテンツは周囲の人物等の物体、当該物体に関するマニュア
ル、プロパティ情報（名前、速度、属性等）を示すテキストデータであってもよい。なお
、かかるコンテンツの表示位置は、当該物体に重畳される位置であってもよいし、当該物
体に重ならないような当該物体付近の位置であってもよい。また、本実施形態に係るコン
テンツは空間の任意の位置を表示位置とする仮想の広告や垂れ幕等であってもよい。
【００８４】
　（表示部）
　表示部１８０は、表示オブジェクトを表示する、光学シースルー型ディスプレイ（透過
型の表示部の一例）である。例えば、表示部１８０は、ユーザの頭部に装着されて使用さ
れる表示装置であってもよい。また、表示部１８０は、現実空間の像と、仮想オブジェク
ト（表示オブジェクトの一例）とを同時にユーザに視認可能とする表示装置であってもよ
い。以下では、表示部１８０の構成例について図９を参照して説明する。図９は、表示部
１８０の構成例を示す説明図である。
【００８５】
　図９に示すように本実施形態に係る表示部１８０は、反射型の空間光変調部１８２、フ
ァインダーレンズ等より成るコリメート光学系１８４、ホログラム型の導光板（導波路）
１８６を有する。導光板１８６は、ユーザの瞳２２に対し奥行き方向に相対向する光学面
１８６２及び１８６４と、光学面１８６４に設けられ、位置に係らず均等なホログラム表
面の干渉縞ピッチを有する反射型体積ホログラムグレーティング１８６６及び１８６８と
、を有する。
【００８６】
　図９に示すように、空間光変調部１８２が画像を変調して射出した光は、コリメート光
学系１８４によって画角が互いに異なる平行光束群とされ、導光板１８６に光学面１８６
２から入射する。導光板１８６に入射された光は、反射型体積ホログラムグレーティング
１８６６に入射し、反射型体積ホログラムグレーティング１８６６により回折反射される
。反射型体積ホログラムグレーティング１８６６により回折反射された光は、導光板１８
６内部において、光学面１８６２及び１８６４の間で全反射を繰り返しながら導光し、反
射型体積ホログラムグレーティング１８６８に向けて進行する。反射型体積ホログラムグ
レーティング１８６８に入射した光は、回折反射により全反射条件から外れ、導光板１８
６から射出されてユーザの瞳２２に入射する。
【００８７】
　なお、透過型の表示部１８０の構成は上記の例に限定されない。例えば、表示部１８０
は、ハーフミラー等を用いて反射させた画像を表示させる構成であってもよいし、ユーザ
の網膜に光を照射することで画像を表示させる構成であってもよい。
【００８８】
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　　＜１－３．第一の実施形態の動作＞
　以上、本開示の第一の実施形態に係る情報処理装置１の構成例について説明した。続い
て、図１０を参照して、本実施形態に係る情報処理装置１の動作例について、特に表示制
御部１３０、閾値設定部１５０、判定部１６０による表示オブジェクトの特定に関する動
作に着目して説明する。図１０は、本実施形態に係る情報処理装置１の動作例を説明する
ためのフローチャート図である。
【００８９】
　まず、閾値設定部１５０が、ユーザ情報、コンテンツ情報、環境情報、デバイス情報等
に基づき、閾値の設定を行う（Ｓ１０２）。続いて、判定部１６０が、表示サイズによら
ず視認性の低い表示オブジェクトが表示されるべきであるか否か、判定（強制切り替え判
定）を行う（Ｓ１０４）。
【００９０】
　強制切り替え判定において、視認性の低い表示オブジェクトが表示されるべきであると
判定された場合（Ｓ１０４においてＹＥＳ）、表示制御部１３０は、特殊オブジェクトを
表示すべき表示オブジェクトとして特定し、表示部１８０に表示させる（Ｓ１１２）。
【００９１】
　一方、強制切り替え判定において、視認性の低い表示オブジェクトが表示されるべきで
あると判定されなかった場合（Ｓ１０４においてＮＯ）、表示制御部１３０は、コンテン
ツの表示サイズを計算する（Ｓ１０６）。
【００９２】
　続いて、判定部１６０は、閾値設定部１５０により設定された閾値と表示サイズの比較
を行う（Ｓ１０８）。表示サイズが閾値以下である場合（Ｓ１０８においてＮＯ）、表示
制御部１３０は、通常オブジェクトを表示すべき表示オブジェクトとして特定し、表示部
１８０に表示させる（Ｓ１１０）。一方、表示サイズが閾値より大きい場合（Ｓ１０８に
おいてＹＥＳ）、表示制御部１３０は、特殊オブジェクトを表示すべき表示オブジェクト
として特定し、表示部１８０に表示させる（Ｓ１１２）。
【００９３】
　なお、現状の表示サイズに応じた表示オブジェクトを表示するため、上述した一連の処
理は、当該一連の処理が終了次第、または定期的に、繰り返し実行されてもよい。
【００９４】
　　＜１－４．第一の実施形態の効果＞
　以上、本開示に係る第一の実施形態について説明した。本実施形態によれば、コンテン
ツの表示サイズに基づいて表示オブジェクトを特定することで、ユーザが背景を視認し難
い状況の発生を抑制することが可能である。例えば、表示サイズが所定の閾値より大きい
場合には、視認性の低い表示オブジェクト（例えば半透過の表示オブジェクト）が表示さ
れ、背景と当該表示オブジェクト重なる領域であってもユーザは背景を視認することが可
能である。
【００９５】
　＜＜２．第二の実施形態＞＞
　　＜２－１．第二の実施形態の概要＞
　上述した第一の実施形態では、コンテンツの表示サイズに基づいて特定される表示オブ
ジェクトが表示される例を説明した。これに対し、以下では、第二の実施形態として、コ
ンテンツの位置と、視点の位置との間の位置関係に基づいて特定される表示オブジェクト
を表示させる情報処理装置の例について説明する。
【００９６】
　第二の実施形態に係る情報処理装置では、コンテンツの位置と視点の位置と、が近い位
置関係にある場合に、視認性の低い表示オブジェクトが表示されるように表示制御を行う
ことで、ユーザが背景を視認し難い状況の発生を抑制する。以下では、上記の効果を奏す
る第二の実施形態の構成と動作を順次詳細に説明する。
【００９７】
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　　＜２－２．第二の実施形態の構成＞
　本開示の第二の実施形態に係る情報処理装置１は第一の実施形態に係る情報処理装置１
と同様に、透過型の表示部を有する眼鏡型の表示デバイスである。本実施形態に係る情報
処理装置１は、第一の実施形態に係る情報処理装置１と一部において同様の構成を有する
ため、適宜省略しながら説明を行う。
【００９８】
　本実施形態に係る情報処理装置１の外観は、図１を参照して説明した第一の実施形態に
係る情報処理装置１の外観と同様である。また、本実施形態に係る情報処理装置１は、図
２に示した第一の実施形態に係る情報処理装置１と同様に、撮像部１１０、画像認識部１
２０、表示制御部１３０、センサ部１４０、閾値設定部１５０、判定部１６０、記憶部１
７０、表示部１８０を備える。本実施形態に係る撮像部１１０、画像認識部１２０、表示
部１８０の構成は、第一の実施形態に係る撮像部１１０、画像認識部１２０、センサ部１
４０、表示部１８０の構成と実質的に同一であるため、説明を省略する。以下では、本実
施形態に係る表示制御部１３０、閾値設定部１５０、判定部１６０、記憶部１７０につい
て、第一の実施形態に係る表示制御部１３０、閾値設定部１５０、判定部１６０、記憶部
１７０と異なる部分を中心に説明を行う。
【００９９】
　（表示制御部）
　本実施形態に係る表示制御部１３０は、第一の実施形態に係る表示制御部１３０と同様
に、画像認識部１２０から提供される実空間の三次元情報や物体情報、及び環境情報等に
基づいて、表示オブジェクトを透過型の表示部１８０に表示させる。
【０１００】
　本実施形態に係る表示制御部１３０は、仮想空間に定義されるコンテンツの位置と、当
該コンテンツのレンダリング画像を生成するために前記仮想空間に定義される視点の位置
との間の位置関係に基づいて、表示部１８０に表示させる表示オブジェクトを特定する。
例えば、表示制御部１３０は、コンテンツの位置と視点の位置が第一の位置関係にあると
判断される場合に、当該コンテンツに対応する第一のオブジェクトがレンダリング画像中
に含まれて表示され、コンテンツの位置と視点の位置が第二の位置関係にあると判断され
る場合に、当該コンテンツに対応する第二のオブジェクトがレンダリング画像中に含まれ
て表示されるように、表示制御を行う。また、ここで、第一の位置関係におけるコンテン
ツの位置と視点の位置との間の距離よりも、第二の位置関係における前記コンテンツの位
置と前記視点の位置との間の距離が短い場合、本実施形態に係る表示制御部１３０は、第
一の表示オブジェクトの視認性より、第二の表示オブジェクトの視認性が低いように、表
示オブジェクトの特定を行ってもよい。
【０１０１】
　なお、コンテンツの位置が実空間における物体と対応付けて仮想空間において設定され
ている場合には、視点の位置は実空間におけるユーザの位置に基づいて特定されてもよい
。また、第一の実施形態において説明したように、コンテンツの位置と視点の位置は仮想
空間で設定される座標系における座標値として表現されてもよい。
【０１０２】
　例えば、表示制御部１３０は、コンテンツの位置と視点の位置との間の距離（以下、単
に距離と呼ぶ場合がある）に基づいて、当該コンテンツに対応する表示オブジェクトを特
定することで、上記のような表示制御を行ってもよい。かかる構成によれば、表示制御部
１３０は、コンテンツの位置と視点の位置との間の距離に応じて適切な表示オブジェクト
を表示させることが可能となる。
【０１０３】
　また、第一の実施形態と同様に、上記で説明した本実施形態に係る第一の表示オブジェ
クトと、第二の表示オブジェクトは、レンダリング方法、色、テクスチャ、透過度、模様
のうち少なくともいずれか一つが異なることで、視認性が異なってもよい。上記の特徴と
、視認性の高低の関係は第一の実施形態において説明した通りであるため、ここでの説明
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は省略する。
【０１０４】
　また、本実施形態においては、上記で説明した本実施形態に係る第一の表示オブジェク
トと、第二の表示オブジェクトは、表示されるサイズが異なることで、視認性が異なって
もよい。例えば、第一の表示オブジェクトは、第一のサイズ（例えば、コンテンツの位置
や視点の位置等から特定される表示サイズ）で表示され、第二の表示オブジェクトは、第
一のサイズより小さい第二のサイズで表示されてもよい。また、第一の表示オブジェクト
から、一部を省いたオブジェクトが第二の表示オブジェクトであってもよい。例えば、第
一の表示オブジェクトはアイコンと説明文章が含まれ、第二の表示オブジェクトにはアイ
コンのみが含まれることで、第一の表示オブジェクトと第二の表示オブジェクトの視認性
が異なってもよい。
【０１０５】
　例えば、本実施形態に係る表示制御部１３０は、コンテンツの位置と視点の位置とが近
づく程、透過度の高い表示オブジェクトが表示されるように、表示制御を行ってもよい。
【０１０６】
　図１１は、本実施形態に係る表示制御部１３０による表示制御の概要を模式的に示す説
明図である。例えば、図１１に示すように、ユーザＵ１からのコンテンツまでの距離が、
距離Ｄ３である場合、表示制御部１３０は無透過の通常オブジェクトＭ２６を特定し、表
示部１８０に表示させてもよい。また、図１１に示すように、ユーザＵ１からのコンテン
ツまでの距離が、距離Ｄ３より短い距離Ｄ２である場合、表示制御部１３０は視認性の低
い半透過の特殊オブジェクトＭ２４を特定し、表示部１８０に表示させてもよい。また、
図１１に示すように、ユーザＵ１からのコンテンツまでの距離が、距離Ｄ２よりさらに短
い距離Ｄ１である場合、表示制御部１３０はさらに視認性の低い全透過の特殊オブジェク
トＭ２４を特定し、表示部１８０に表示させてもよい（非表示としてもよい）。
【０１０７】
　なお、本実施形態に係る表示制御部１３０は、後述する判定部１６０による判定に基づ
いて、上記で説明したような表示オブジェクトの特定を行ってもよい。例えば、後述する
判定部１６０が視認性の低いオブジェクトを表示すべきであると判定した場合には、表示
制御部１３０は、コンテンツに対応する表示オブジェクトとして、特殊オブジェクト（視
認性の低いオブジェクト）を特定し、表示部１８０に表示させる。
【０１０８】
　また、本実施形態に係る表示制御部１３０は、判定部１６０が行う所定の閾値と距離の
比較結果に基づいて、コンテンツに対応する表示オブジェクトの特定を行ってもよい。例
えば、距離が当該閾値よりも大きい場合には、コンテンツに対応する表示オブジェクトと
して通常オブジェクトが特定され、表示サイズが当該閾値以下の場合には、コンテンツに
対応する表示オブジェクトとして特殊オブジェクトが特定されてもよい。
【０１０９】
　（閾値設定部）
　本実施形態に係る閾値設定部１５０は、後述する判定部１６０による判定のための所定
の閾値を設定する。例えば、閾値設定部１５０が設定する所定の閾値は、後述する判定部
１６０により、コンテンツの位置と視点の位置との間の距離と比較される。また、上述し
たように、当該比較結果に基づいて、表示制御部１３０がコンテンツに対応する表示オブ
ジェクトを特定する。したがって、コンテンツに対応する表示オブジェクトは、所定の閾
値と、距離の比較により特定される。
【０１１０】
　上記所定の閾値は、例えば、ユーザに関するユーザ情報、コンテンツに関するコンテン
ツ情報、ユーザの置かれた環境を示す環境情報、表示オブジェクトを表示するデバイスに
関するデバイス情報のうち、少なくともいずれか一つに基づいて設定されてもよい。ユー
ザ情報、コンテンツ情報、環境情報、デバイス情報については、第一の実施形態において
説明した通りであるため、ここでの説明は省略する。以下では、ユーザ情報、コンテンツ
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情報、環境情報、及びデバイス情報に基づく、閾値設定部１５０による閾値設定の例をい
くつか説明する。
【０１１１】
　例えば、コンテンツサイズが大きいと、距離が大きくてもユーザの視界を妨げやすいた
め、閾値設定部１５０は、例えばコンテンツ情報に含まれるコンテンツサイズが大きい程
閾値が大きくなるように、閾値を設定してもよい。図１２は、コンテンツサイズに基づく
閾値設定の例を模式的に示す説明図である。例えば、コンテンツサイズ（高さ、または横
幅）をＳ、表示デバイス（表示部１８０）の表示画角（高さ方向、または横幅方向）をθ
とすると、当該コンテンツサイズを有する表示オブジェクトが画角内に収まる距離ｄは次
式のように求められる。
【０１１２】
【数３】

【０１１３】
　図１２に示すように、ユーザＵ２とコンテンツとの距離が式（３）で得られたｄ以上で
あれば、コンテンツサイズＳの表示オブジェクトＭ２８は、表示部１８０の表示画角内に
全て表示可能である。したがって、例えば、上記ｄを閾値として設定してもよいし、上記
ｄに所定値を加えた値や、上記ｄに所定値を乗算した値を閾値として設定してもよい。な
お、コンテンツサイズに基づく閾値の設定方法は上記の例に限定されず、例えば、閾値設
定部１５０は、コンテンツサイズに基づいて、表示オブジェクトが表示部１８０のうち所
定の割合を占める距離を算出し、当該距離を閾値として設定してもよい。
【０１１４】
　また、閾値設定部１５０は、ユーザ情報に含まれる動き情報に基づき、コンテンツの位
置と視点の位置とが近づく場合と、遠ざかる場合とで、閾値が異なるように、閾値を設定
してもよい。例えば、ユーザがコンテンツに近づく場合には閾値が小さくなり、ユーザが
コンテンツから遠ざかる場合には閾値が大きくなるように、閾値を設定してもよい。かか
る構成によれば、コンテンツの位置と視点の位置との間の距離が頻繁に変わる場合に、表
示オブジェクトが頻繁に切り替えられてしまう（チラついて見えてしまう）ことを抑制す
ることが可能である。
【０１１５】
　以上、本実施形態に係る閾値設定部１５０による閾値設定の例について説明したが、閾
値設定部１５０による閾値設定の方法は上記の例に限定されない。閾値設定部１５０は、
上記の方法に限らず、コンテンツがユーザにとって邪魔になりやすい場合に閾値が大きく
なるように、閾値を設定してもよい。すなわち、本実施形態に係る閾値設定部１５０は、
第一の実施形態において説明した閾値設定の例と同様の方法で閾値設定を行うことが可能
である。例えば、本実施形態に係る閾値設定部１５０は、第一の実施形態に係る表示サイ
ズの閾値が小さくなるように閾値設定される例と同様の場合において、本実施形態に係る
距離の閾値が大きくなるように、閾値を設定してもよい。かかる構成によれば、コンテン
ツがユーザにとって邪魔になりやすい状況では、視認性が低く、ユーザの邪魔になりにく
い表示オブジェクト（特殊オブジェクト）が表示されやすくなる。
【０１１６】
　なお、本実施形態に係る閾値設定部１５０は、複数の閾値を設定してもよい。かかる場
合、閾値の数に応じて、複数段階に視認性の異なる表示オブジェクトが用意されてもよい
（記憶部１７０に記憶されてもよいし、表示制御部１３０によって生成されてもよい）。
例えば、閾値が２つ設定された場合には、図１１を参照して説明したように、３つの表示
オブジェクト（通常オブジェクトと、２つの特殊オブジェクト）が用意され、距離に応じ
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て、より細かな表示制御を行うことが可能である。
【０１１７】
　（判定部）
　本実施形態に係る判定部１６０は、閾値設定部１５０により設定された所定の閾値と、
コンテンツの位置と視点の位置との間の距離を比較し、比較結果を表示制御部１３０に提
供する。
【０１１８】
　また、判定部１６０は上述のユーザ情報、コンテンツ情報、環境情報、デバイス情報等
に基づいて、視認性の低い表示オブジェクトが表示（特定）されるべき（距離によらず強
制的に表示が切り替えられるべき）であるか否かを判定してもよい。本実施形態に係る判
定部１６０による当該判定（以下、強制切り替え判定と呼ぶ場合がある。）は、第一の実
施形態で説明した強制切り替え判定の例と同様に行われてもよい。
【０１１９】
　（記憶部）
　本実施形態に係る記憶部１７０は、第一の実施形態に係る記憶部１７０と同様にコンテ
ンツの情報（コンテンツ情報）と表示オブジェクトの情報を記憶する。記憶部１７０は、
一のコンテンツ対応する表示オブジェクトとして、視認性の高い表示オブジェクト（通常
オブジェクト）と、視認性の低い表示オブジェクト（特殊オブジェクト）を記憶し、表示
制御部１３０に提供してもよい。例えば、本実施形態に係る記憶部１７０は、あるコンテ
ンツに対応する通常オブジェクトとして、アイコンと説明文章が含まれる表示オブジェク
トを記憶し、特殊オブジェクトとして、アイコンのみからなる表示オブジェクトを記憶し
てもよい。
【０１２０】
　また、記憶部１７０は、一のコンテンツ対応する表示オブジェクトとして通常オブジェ
クトのみを記憶し、表示制御部１３０は、記憶部１７０から提供された当該通常オブジェ
クトに特定の処理を施すことで、特殊オブジェクトを取得（生成）してもよい。
【０１２１】
　記憶部１７０に記憶されるコンテンツ情報に係るコンテンツは、第一の実施形態におい
て図４～８を参照して説明したコンテンツの例と同様であり、例えば、テキストデータ、
画像、３Ｄモデル、エフェクト、マーキング、シルエット等を含んでもよい。
【０１２２】
　　＜２－３．第二の実施形態の動作＞
　以上、本開示の第二の実施形態に係る情報処理装置１の構成例について説明した。続い
て、図１３、１４を参照して、本実施形態に係る情報処理装置１の二つの動作例について
、特に表示制御部１３０、閾値設定部１５０、判定部１６０による表示オブジェクトの特
定と表示制御に関する動作に着目して説明する。
【０１２３】
　（動作例１）
　図１３は、本実施形態に係る情報処理装置１の動作例（動作例１）を説明するためのフ
ローチャート図である。まず、閾値設定部１５０が、ユーザ情報、コンテンツ情報、環境
情報、デバイス情報等に基づき、閾値の設定を行う（Ｓ２０２）。続いて、判定部１６０
が、距離によらず視認性の低い表示オブジェクトが表示されるべきであるか否か、判定（
強制切り替え判定）を行う（Ｓ２０４）。
【０１２４】
　強制切り替え判定において、視認性の低い表示オブジェクトが表示されるべきであると
判定された場合（Ｓ２０４においてＹＥＳ）、表示制御部１３０は、特殊オブジェクトを
表示すべき表示オブジェクトとして特定し、表示部１８０に表示させる（Ｓ２１２）。
【０１２５】
　一方、強制切り替え判定において、視認性の低い表示オブジェクトが表示されるべきで
あると判定されなかった場合（Ｓ２０４においてＮＯ）、表示制御部１３０は、コンテン
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ツの位置と視点の位置との間の距離を計算する（Ｓ２０６）。
【０１２６】
　続いて、判定部１６０は、閾値設定部１５０により設定された閾値と距離の比較を行う
（Ｓ２０８）。距離が閾値より大きい場合（Ｓ２０８においてＹＥＳ）、表示制御部１３
０は、通常オブジェクトを表示すべき表示オブジェクトとして特定し、表示部１８０に表
示させる（Ｓ２１０）。一方、距離が閾値以下である場合（Ｓ２０８においてＮＯ）、表
示制御部１３０は、特殊オブジェクトを表示すべき表示オブジェクトとして特定し、表示
部１８０に表示させる（Ｓ２１２）。
【０１２７】
　なお、現状のコンテンツの位置と視点の位置との間の位置関係に応じた表示オブジェク
トを表示するため、上述した一連の処理は、当該一連の処理が終了次第、または定期的に
、繰り返し実行されてもよい。
【０１２８】
　（動作例２）
　上記において図１３を参照して説明した動作例１では、所定の閾値が１つ設定された例
を説明した。以下では、動作例２として、所定の閾値が複数設定される場合の動作例につ
いて説明する。上述したように、閾値が複数設定される場合、閾値の数に応じて、複数段
階に視認性の異なる表示オブジェクトが用意される。本動作例では、２つの閾値（閾値ａ
、及び閾値ｂ）が設定され、視認性の異なる３つの表示オブジェクト（通常オブジェクト
、特殊オブジェクトＡ、特殊オブジェクトＢ）を用いた表示制御が行われる例を説明する
。なお、閾値ａは閾値ｂよりも大きく、また、特殊オブジェクトＡは通常オブジェクトよ
りも視認性が低く特殊オブジェクトＢよりも視認性が高い表示オブジェクトであるとする
。例えば、通常オブジェクトが無透過の表示オブジェクト、特殊オブジェクトＡが半透過
の表示オブジェクト、特殊オブジェクトＢが特殊オブジェクトＡの透過度よりも透過度の
高い表示オブジェクトであってもよい。図１４は、本実施形態に係る情報処理装置１の他
の動作例（動作例２）を説明するためのフローチャート図である。
【０１２９】
　まず、閾値設定部１５０が、ユーザ情報、コンテンツ情報、環境情報、デバイス情報等
に基づき、二つの閾値（閾値ａ、及び閾値ｂ）の設定を行う（Ｓ２５２）。続いて、判定
部１６０が、距離によらず視認性の低い表示オブジェクトが表示されるべきであるか否か
、判定（強制切り替え判定）を行う（Ｓ２５４）。
【０１３０】
　強制切り替え判定において、視認性の低い表示オブジェクトが表示されるべきであると
判定された場合（Ｓ２５４においてＹＥＳ）、表示制御部１３０は、特殊オブジェクトＢ
を表示すべき表示オブジェクトとして特定し、表示部１８０に表示させる（Ｓ２６６）。
【０１３１】
　一方、強制切り替え判定において、視認性の低い表示オブジェクトが表示されるべきで
あると判定されなかった場合（Ｓ２５４においてＮＯ）、表示制御部１３０は、コンテン
ツの位置と視点の位置との間の距離を計算する（Ｓ２５６）。
【０１３２】
　続いて、判定部１６０は、閾値設定部１５０により設定された閾値ａと距離の比較を行
う（Ｓ２５８）。距離が閾値ａより大きい場合（Ｓ２５８においてＹＥＳ）、表示制御部
１３０は、通常オブジェクトを表示すべき表示オブジェクトとして特定し、表示部１８０
に表示させる（Ｓ２６０）。一方、距離が閾値ａ以下である場合（Ｓ２５８においてＮＯ
）、判定部１６０は、閾値設定部１５０により設定された閾値ｂと距離の比較を行う（Ｓ
２６２）。距離が閾値ｂより大きい場合（Ｓ２６２においてＹＥＳ）、表示制御部１３０
は、特殊オブジェクトＡを表示すべき表示オブジェクトとして特定し、表示部１８０に表
示させる（Ｓ２６４）。一方、距離が閾値ｂ以下である場合（Ｓ２６２においてＮＯ）、
表示制御部１３０は、特殊オブジェクトＢを表示すべき表示オブジェクトとして特定し、
表示部１８０に表示させる（Ｓ２６６）。
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【０１３３】
　なお、現状のコンテンツの位置と視点の位置との間の位置関係に応じた表示オブジェク
トを表示するため、上述した一連の処理は、当該一連の処理が終了次第、または定期的に
、繰り返し実行されてもよい。
【０１３４】
　　＜２－４．第二の実施形態の効果＞
　以上、本開示に係る第一の実施形態について説明した。本実施形態によれば、コンテン
ツの位置と視点の位置との位置関係に基づいて、表示オブジェクトを特定することで、ユ
ーザが背景を視認し難い状況の発生を抑制することが可能である。
【０１３５】
　＜＜３．ハードウェア構成例＞＞
　以上、本開示の各実施形態を説明した。上述した表示制御処理、閾値設定処理、判定処
理等の情報処理は、ソフトウェアと、以下に説明する情報処理装置１のハードウェアとの
協働により実現される。
【０１３６】
　図１５は、情報処理装置１のハードウェア構成の一例を示す説明図である。図１５に示
したように、情報処理装置１は、ＣＰＵ（Ｃｅｎｔｒａｌ　Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　Ｕｎ
ｉｔ）１１と、ＲＯＭ（Ｒｅａｄ　Ｏｎｌｙ　Ｍｅｍｏｒｙ）１２と、ＲＡＭ（Ｒａｎｄ
ｏｍ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｍｅｍｏｒｙ）１３と、入力装置１４と、出力装置１５と、ストレ
ージ装置１６と、撮像装置１７と、通信装置１８とを備える。
【０１３７】
　ＣＰＵ１１は、演算処理装置及び制御装置として機能し、各種プログラムに従って情報
処理装置１内の動作全般を制御する。また、ＣＰＵ１１は、マイクロプロセッサであって
もよい。ＲＯＭ１２は、ＣＰＵ１１が使用するプログラムや演算パラメータ等を記憶する
。ＲＡＭ１３は、ＣＰＵ１１の実行において使用するプログラムや、その実行において適
宜変化するパラメータ等を一時記憶する。これらはＣＰＵバス等から構成されるホストバ
スにより相互に接続されている。主に、ＣＰＵ１１、ＲＯＭ１２及びＲＡＭ１３とソフト
ウェアとの協働により、画像認識部１２０、表示制御部１３０、閾値設定部１５０、判定
部１６０の機能が実現される。
【０１３８】
　入力装置１４は、マウス、キーボード、タッチパネル、ボタン、マイクロフォン、スイ
ッチ及びレバー等ユーザが情報を入力するための入力手段と、ユーザによる入力に基づい
て入力信号を生成し、ＣＰＵ１１に出力する入力制御回路等から構成されている。情報処
理装置１のユーザは、該入力装置１４を操作することにより、情報処理装置１に対して各
種のデータを入力したり処理動作を指示したりすることができる。
【０１３９】
　出力装置１５は、例えば、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）装置、ＯＬＥＤ装置及びランプ
等の表示装置を含む。さらに、出力装置１５は、スピーカー及びヘッドホン等の音声出力
装置を含む。例えば、表示装置は、撮像された画像や生成された画像等を表示する。一方
、音声出力装置は、音声データ等を音声に変換して出力する。出力装置１５は、図２を参
照して説明した表示部１８０に対応する。
【０１４０】
　ストレージ装置１６は、データ格納用の装置である。ストレージ装置１６は、記憶媒体
、記憶媒体にデータを記録する記録装置、記憶媒体からデータを読み出す読出し装置及び
記憶媒体に記録されたデータを削除する削除装置等を含んでもよい。ストレージ装置１６
は、ＣＰＵ１１が実行するプログラムや各種データを格納する。ストレージ装置１６は、
図２を参照して説明した記憶部１７０に対応する。
【０１４１】
　撮像装置１７は、光を集光する撮影レンズ及びズームレンズ等の撮像光学系、及びＣＣ
Ｄ（Ｃｈａｒｇｅ　Ｃｏｕｐｌｅｄ　Ｄｅｖｉｃｅ）またはＣＭＯＳ（Ｃｏｍｐｌｅｍｅ
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ｎｔａｒｙ　Ｍｅｔａｌ　Ｏｘｉｄｅ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ）等の信号変換素子
を備える。撮像光学系は、被写体から発せられる光を集光して信号変換部に被写体像を形
成し、信号変換素子は、形成された被写体像を電気的な画像信号に変換する。撮像装置１
７は、図２を参照して説明した撮像部１１０に対応する。
【０１４２】
　通信装置１８は、例えば、通信網に接続するための通信デバイス等で構成された通信イ
ンタフェースである。また、通信装置１８は、無線ＬＡＮ（Ｌｏｃａｌ　Ａｒｅａ　Ｎｅ
ｔｗｏｒｋ）対応通信装置、ＬＴＥ（Ｌｏｎｇ　Ｔｅｒｍ　Ｅｖｏｌｕｔｉｏｎ）対応通
信装置、有線による通信を行うワイヤー通信装置、またはブルートゥース通信装置を含ん
でもよい。
【０１４３】
　＜＜４．むすび＞＞
　以上説明したように、本開示の各実施形態によれば、ユーザが背景を視認し難い状況の
発生を抑制することが可能である。
【０１４４】
　以上、添付図面を参照しながら本開示の好適な実施形態について詳細に説明したが、本
開示の技術的範囲はかかる例に限定されない。本開示の技術分野における通常の知識を有
する者であれば、特許請求の範囲に記載された技術的思想の範疇内において、各種の変更
例または修正例に想到し得ることは明らかであり、これらについても、当然に本開示の技
術的範囲に属するものと了解される。
【０１４５】
　例えば、上記実施形態では、表示サイズ、または距離が閾値と比較され、比較結果に応
じて表示される表示オブジェクトが特定され、表示オブジェクトが切り替えられる例を説
明したが、本技術はかかる例に限定されない。例えば、表示オブジェクトの切り替えが発
生する際、切り替え前の表示オブジェクトと切り替え後の表示オブジェクトがアルファブ
レンドされながら表示されてもよい。また、切り替え前の表示オブジェクトがフェードア
ウトした後に切り替え後の表示オブジェクトがフェードインするように表示制御が行われ
てもよい。上記のアルファブレンドや、フェードアウト、フェードインの動作は、表示サ
イズや距離の変化に応じて行われてもよいし、時間変化に応じて行われてもよい。また、
表示制御部は、表示サイズや距離の変化に応じて視認性に関するパラメータ（透過度、明
度、色等）を変化させて、表示オブジェクトを生成（特定）してもよい。
【０１４６】
　また、上記実施形態では、一のコンテンツに関する表示サイズ、または距離に基づく表
示制御について説明したが、本技術はかかる例に限定されない。例えば、複数のコンテン
ツが存在する場合、表示サイズ、または距離に関する比較判定等はコンテンツごと独立に
行われてもよいし、複数の表示サイズ、または距離を合計した値や最大値、最小値、平均
値等を用いて比較判定が行われてもよい。
【０１４７】
　また、上記実施形態では、表示オブジェクトが光学シースルー型の表示部を有する眼鏡
型の表示デバイスに表示される例を説明したが、本技術はかかる例に限定されない。例え
ば、撮像部により取得された実空間（背景）の画像に表示オブジェクトを重畳して生成し
た画像を、表示部に表示させる情報処理装置（ビデオシースルー型のヘッドマウントディ
スプレイ等）に本技術が適用されてもよい。また、自動車のフロントガラス等に画像を表
示させるヘッドアップディスプレイに本技術が適用されてもよいし、設置型の表示デバイ
スに本技術が適用されてもよい。また、仮想空間を背景として、仮想空間内に表示オブジ
ェクトが配置された画像をレンダリングして非透過型の表示部に表示させる情報処理装置
に本技術が適用されてもよい。なお、上記実施形態では、実空間を背景として表示オブジ
ェクトが表示される例を説明したが、非透過型の表示部に表示させる情報処理装置に本技
術が適用される場合には、仮想空間を背景として表示オブジェクトが表示されてもよい。
【０１４８】
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　また、上記実施形態では、表示制御を行う情報処理装置が表示部を有する例を説明した
が、本技術はかかる例に限定されない。例えば、表示制御を行う情報処理装置と、表示部
を有する表示デバイスは異なる装置であってもよい。
【０１４９】
　また、上記実施形態では、表示制御を行う情報処理装置が撮像部や画像認識部、閾値設
定部、記憶部等を備える例を説明したが、本技術はかかる例に限定されない。例えば、表
示制御を行う情報処理装置は、撮像画像や画像認識結果、表示サイズ、コンテンツの位置
と視点の位置との間の距離、閾値、コンテンツ、表示オブジェクト等の情報を他の装置か
ら直接、またはネットワーク等を介して受け取って表示制御を行ってもよい。
【０１５０】
　また、上記実施形態における各ステップは、必ずしもフローチャート図として記載され
た順序に沿って時系列に処理する必要はない。例えば、上記実施形態の処理における各ス
テップは、フローチャート図として記載した順序と異なる順序で処理されても、並列的に
処理されてもよい。
【０１５１】
　また、情報処理装置１に内蔵されるＣＰＵ、ＲＯＭ及びＲＡＭ等のハードウェアに、上
述した情報処理装置１の機能を発揮させるためのコンピュータプログラムも作成可能であ
る。また、該コンピュータプログラムを記憶させた記憶媒体も提供される。また、当該コ
ンピュータプログラムを実行させるコンピュータの数は特に限定されない。例えば、当該
コンピュータプログラムを、複数のコンピュータ（例えば、複数のサーバ等）が互いに連
携して実行してもよい。なお、単数のコンピュータ、または、複数のコンピュータが連携
するものを、「コンピュータシステム」とも称する。
【０１５２】
　また、本明細書に記載された効果は、あくまで説明的または例示的なものであって限定
的ではない。つまり、本開示に係る技術は、上記の効果とともに、または上記の効果に代
えて、本明細書の記載から当業者には明らかな他の効果を奏しうる。
【０１５３】
　なお、以下のような構成も本開示の技術的範囲に属する。
（１）
　コンテンツに対応し、第一の表示サイズで表示される第一の仮想オブジェクトの視認性
よりも、前記コンテンツに対応し、前記第一の表示サイズより大きい第二の表示サイズで
表示される第二の仮想オブジェクトの視認性の方が低くなるように、表示部に表示させる
表示制御部を備える、情報処理装置。
（２）
　前記第一の仮想オブジェクトと、前記第二の仮想オブジェクトは、レンダリング方法、
色、テクスチャ、透過度、模様、のうち少なくともいずれか一つが異なる、前記（１）に
記載の情報処理装置。
（３）
　前記コンテンツに対応する前記仮想オブジェクトは、ユーザ情報に基づいて特定される
、前記（１）または（２）に記載の情報処理装置。
（４）
　前記ユーザ情報は、ユーザの行動を示す行動情報、ユーザの動きを示す動き情報、生体
情報、注視情報、のうち少なくともいずれか一つを含む、前記（３）に記載の情報処理装
置。
（５）
　前記コンテンツに対応する前記仮想オブジェクトは、前記コンテンツに関するコンテン
ツ情報に基づいて特定される、前記（１）～（４）のいずれか一項に記載の情報処理装置
。
（６）
　前記コンテンツ情報は、表示位置、色、アニメーション特性のうち少なくともいずれか
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一つの情報を含む、前記（５）に記載の情報処理装置。
（７）
　前記コンテンツに対応する前記仮想オブジェクトは、ユーザの置かれた環境を示す環境
情報に基づいて特定される、前記（１）～（７）のいずれか一項に記載の情報処理装置。
（８）
　前記環境情報は、背景、照度、場所、のうち少なくともいずれか一つの情報を含む、前
記（７）に記載の情報処理装置。
（９）
　前記コンテンツに対応する前記仮想オブジェクトは、前記仮想オブジェクトを表示する
デバイスに関するデバイス情報に基づいて特定される、前記（１）～（８）のいずれか一
項に記載の情報処理装置。
（１０）
　前記デバイス情報は、ディスプレイサイズ、ディスプレイ解像度、バッテリ、３Ｄ表示
機能、デバイス位置、のうち少なくともいずれか一つの情報を含む、前記（９）に記載の
情報処理装置。
（１１）
　前記コンテンツに対応する前記仮想オブジェクトは、所定の閾値と、前記表示サイズの
比較により特定される、前記（１）～（１０）のいずれか一項に記載の情報処理装置。
（１２）
　前記所定の閾値は、ユーザ情報、コンテンツ情報、環境情報、デバイス情報、のうち少
なくともいずれか一つに基づいて設定される、前記（１１）に記載の情報処理装置。
（１３）
　前記コンテンツは、テキストデータ、画像、３Ｄモデル、エフェクト、マーキング、シ
ルエット、のうち少なくともいずれか一つを含む、前記（１）～（１２）のいずれか一項
に記載の情報処理装置。
（１４）
　前記表示サイズは、ユーザの位置と実物体の位置に基づいて特定される、前記（１）～
（１３）のいずれか一項に記載の情報処理装置。
（１５）
　前記表示制御部は、前記仮想オブジェクトを透過型の表示部に表示させる、前記（１）
～（１４）のいずれか一項に記載の情報処理装置。
（１６）
　前記表示部は、ユーザの頭部に装着されて使用される表示装置である、前記（１）～（
１５）のいずれか一項に記載の情報処理装置。
（１７）
　前記表示部は、現実空間の像と、前記仮想オブジェクトとを同時に、前記ユーザに視認
可能とする表示装置である、前記（１６）に記載の情報処理装置。
（１８）
　コンテンツに対応し、第一の表示サイズで表示される第一の仮想オブジェクトの視認性
よりも、前記コンテンツに対応し、前記第一の表示サイズより大きい第二の表示サイズで
表示される第二の仮想オブジェクトの視認性の方が低くなるように、表示部に表示させる
ことを含み、情報処理装置により実行される情報処理方法。
（１９）
　コンピュータシステムに、
　コンテンツに対応し、第一の表示サイズで表示される第一の仮想オブジェクトの視認性
よりも、前記コンテンツに対応し、前記第一の表示サイズより大きい第二の表示サイズで
表示される第二の仮想オブジェクトの視認性の方が低くなるように、表示部に表示させる
表示制御機能を実現させるための、プログラム。
【符号の説明】
【０１５４】
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　１　情報処理装置
　１１０　撮像部
　１２０　画像認識部
　１３０　表示制御部
　１４０　センサ部
　１５０　閾値設定部
　１６０　判定部
　１７０　記憶部
　１８０　表示部
　１８２　空間光変調部
　１８４　コリメート光学系
　１８６　導光板
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